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5/12 しげさパレードに参加

令和元年度 隠岐の島町プレミアム付商品券
取扱加盟店の募集について（お知らせ）

隠岐の島町では、本年１０月からの消費税・地方消費税率引上げによる影響を緩和
するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、町内全域で使用できる
「プレミアム付商品券」を発行します。（国の補助金を活用）

商工会では、この商品券を使用できる取扱加盟店を募集しています。

取扱加盟店のお申込みについて、詳しくは商工会までお問合せください。

問合せ先：隠岐の島町商工会（吉田・赤坂）
電話：２－１１５７ ＦＡＸ：２－５９８４

5月11日しげさパレード

発行総額 ８,７５０万円（１７，５００冊）

商品券の額 １冊５,０００円（５００円券×１０枚）を、４,０００円で販売

購入対象者 ① 2019年度住民税非課税者（課税基準日：平成３１年１月１日）

②子育て世帯の世帯主
（平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた子の属する世帯の世帯主）

購入限度冊数 上記①：一人５冊（25,000円分）
上記②：一人５冊（25,000円分）×当該子どもの数

販売期間（予定） 令和元年１０月１日（火）～１２月２７日（金）

使用期間（予定） 令和元年１０月１日（火）～令和２年１月３１日（金）

換金期間（予定） 令和元年１０月１日（火）～令和２年２月２８日（金）

加盟店申込方法 「隠岐の島町プレミアム付商品券取扱加盟店申込書」を
商工会まで提出してください。

加盟店申込締切 令和元年７月５日（金）まで
※締切後も、８月３０日（金）までは申込みを受付けますが、購入対象者へのお
知らせが出来なくなる場合がありますので、お早めにお申込みください。



「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締
結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費
税の「軽減税率制度」が令和元年10月から実施され
ることになりました。

事業者向け 隠岐の島町店舗等改善事業費補助金（お知らせ）

消費者が安心・快適に利用できる商業環境の整備に取り組む事業者を支援し、地域商業の振興に寄与することを目的とし
て、補助金をご用意しています。
【対象業種】小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
※以下の方は対象外です。
・町税等の滞納がある方 ・宗教、政治・経済・文化団体
・国または地方公共団体からの運営委託および指定管理による事業の方

補助の対象となるのは、主として来客のために利用する設備、空間の整備です。
問合せ：隠岐の島町商工観光課商工労働係 ２－８５７５

事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額

クレジット・電子マネー

決済端末

・端末購入費用

・設置作業費
２／３ １００，０００円

トイレ改修 ・和式トイレの洋式化に係る費用

・洋式トイレの温水機能付き化に係る費用

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

※上記に係る下水道接続工事費を含む。

※下水道接続の受益者負担金は対象外

※下水道の供用開始区域の場合は接続が必須。未

供用区域の場合は、供用開始後の速やかな接続の

誓約が必要。

※住宅併用店舗で、住人用と店舗用で供用となって

いるトイレは補助対象外。

２／３ ６００，０００円

無線ＬＡＮ機器（Ｗｉ―Ｆｉ）

設置

・無線ＬＡＮルーター等機器購入費用

・機器設置工事費

※レンタル・リースに係る経費は対象外

※引込工事費分担金は対象外

２／３

宿泊業

３００，０００円

その他の業種

５０，０００円

令和元年１０月１日から消費税
の軽減税率制度が実施されます。


